
                  

電波監理審議会 有効利用評価部会（第32回） 

議事録 

 

１ 日時 

令和６年５月２４日（金）１３：００～１４：００ 

 

２ 場所 

Ｗｅｂ会議による開催 

 

３ 出席者（敬称略） 

(1) 電波監理審議会委員 

林 秀弥（部会長）、笹瀬 巌（部会長代理） 

(2) 電波監理審議会特別委員 

池永 全志、石山 和志、眞田 幸俊、中野 美由紀 

(3) 総務省 

（総合通信基盤局） 

荻原 直彦（電波部長） 

中村 裕治（電波部電波政策課長） 

伊藤 健（電波部電波政策課課長補佐） 

田野 正行（電波部電波政策課周波数調整官） 

吉野 哲也（電波部基幹・衛星移動通信課重要無線室課長補佐） 

(4)  事務局 

渋谷 闘志彦（総合通信基盤局総務課長） 

宮良 理菜（総合通信基盤局総務課課長補佐）（幹事） 

 

 

 

 



                  

目    次 

 

 

１.開   会 ………………………………………………………………………１ 

２.議   事 

   （１）令和５年度電波の利用状況調査（公共業務用無線局）の評価結果

（案）…………………………………………………………………１ 

   （２）令和５年度電波の利用状況調査（各種無線システム・７１４MHz超

の周波数帯）の評価結果（案）…………………………………１２ 

３.閉   会 ……………………………………………………………………２７ 

 

 



                  

-1- 

 

開    会 

 

○林部会長 それでは、定刻となりましたので、ただいまから、電波監理審議

会有効利用評価部会の第３２回会合を開催いたします。本日も皆様、お忙しい

ところお集まりくださいまして、誠にありがとうございます。 

 本日の部会もウェブによる開催とさせていただきました。 

 本日の有効利用評価部会は、電波監理審議会委員の笹瀬会長と私、両名が出

席しておりますので、電波監理審議会令第３条に基づく定足数を満たしており

ます。 

 なお本日は、若林特別委員が、所用により御欠席と伺っております。 

 まず、本日の資料及び議事録の取扱いにつきまして、公共業務用無線局につ

きましては、公にすることにより、公共の安全と秩序の維持等に支障を及ぼす

おそれがある非公表情報を含んでおります。本日の資料のうち、資料の３２－

１－１から３２－１－５につきましては、これらの情報が含まれております。 

 このため、本日の議事録及び資料につきましては、後日、事務局において、

非公表情報を特定いただいた上で、構成員の皆様にも御確認を行っていただき

まして、評価後に公表することといたしますので、御承知いただきますようよ

ろしくお願いいたします。 

 

議    事 

 

（１）令和５年度電波の利用状況調査（公共業務用無線局）の評価結果（案） 

 

○林部会長 それでは、お手元の議事次第に従いまして議事を進めてまいりま



                  

-2- 

す。 

 まず、議事（１）でございます。まず、総務省関係者の皆様に御説明いただ

きたいと思いますので、事務局におかれましては、総務省関係者の皆様に御入

室いただくよう御連絡お願いいたします。 

○宮良幹事 事務局でございます。承知いたしました。入室までしばらくお待

ちいただきますようお願いいたします。 

 総務省の関係者の入室を確認いたしましたので、林部会長におかれましては、

議事の進行をお願い申し上げます。 

○林部会長 承知いたしました。それでは、議事を進めてまいります。 

 議事の（１）でございます。令和５年度電波の利用状況調査（公共業務用無

線局）の評価結果（案）につきまして、評価結果（案）の議論に入る前に、調

査結果の修正に係る御説明があるということですので、重要無線室の吉野補佐

より御説明お願いできればと思います。お願いいたします。 

○吉野補佐 令和５年度の公共業務用無線局の調査結果の修正に関しまして、

重要無線室の吉野から御説明申し上げます。 

 公共業務用の無線局の調査結果につきましては、４月３日に開催されました

第２９回の本部会において説明申し上げたところですが、その後、免許人から

回答の訂正の申出がございまして、図表と調査結果ファイルを修正させていた

だきたいと考えておりますところ、資料３２－１－１を用いて説明いたします。 

【電波監理審議会決定第２号に基づき、内容の公表を控えます。】 

  

 次に、図表２－１５、移動する無線局の運用性の確保のための対策の有無で

ございまして、資料ではスライドの３枚目と４枚目になります。赤線で囲って

いる【電波監理審議会決定第２号に基づき、内容の公表を控えます。】の１５０

ＭＨｚ帯の部内通信、災害連絡用につきましては、対策を実施していないとの
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回答でございました。しかし、免許人に確認しましたところ、定期的に保守点

検を実施しているものの、特別な対策を実施しているとの認識がなく、「対策を

実施していない」と回答したとのことでした。そのため、実態としましては、

「全ての無線局について対策を実施している」が正確であり、回答の修正の申

出がございまして、図表２－１５をスライド３枚目のように修正させていただ

きたいと考えております。 

 次に、図表２－１６、移動する無線局の運用継続性の確保のための対策の具

体的内容でございまして、資料ではスライドの５枚目と６枚目になります。こ

ちらに関しましては、先ほど【電波監理審議会決定第２号に基づき、内容の公

表を控えます。】の１５０ＭＨｚ帯部内通信、災害連絡用につきまして、全ての

無線局について定期的に保守点検を実施しているとのことでしたので、その旨

をスライド５枚目のとおり、追記させていただくものとなります。 

 修正点は以上となります。この修正を踏まえまして、公共業務用の調査結果

につきましては、資料３２－１－２、調査結果ファイルを資料３２－１－３の

とおり、修正させていただきます。 

 今後は調査票等の説明を工夫することなどにより、調査結果の正確性の確保

に努めてまいりたいと考えております。 

 説明は以上です。 

○林部会長 吉野補佐、どうもありがとうございました。 

 ただいまの御説明に関しまして、御質問、御意見等、ございますでしょうか。

中野特別委員、御質問いただいたところですが、よろしゅうございますか。 

○中野特別委員 御丁寧な説明どうもありがとうございました。 

 今後、アンケートのほうも注意をしていただけると良いかと思っております。

御配慮よろしくお願いいたします。 

○吉野補佐 御指摘を踏まえまして、正確性が確保できるような調査になるよ
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うにしていきたいと考えております。 

○林部会長 よろしくお願いいたします。 

 ほかにはいかがでしょうか。よろしゅうございますか。 

 それでは、吉野補佐どうもありがとうございました。 

○吉野補佐 ありがとうございました。 

○林部会長 それでは、引き続きまして、評価結果（案）に関する議論を行い

たいと思いますので、事務局におかれましては、総務省関係者の御退席の御対

応をお願いいたしたいと思います。 

○宮良幹事 事務局でございます。 

 それでは、総務省の関係者の方は御退席お願いできればと思います。退席ま

で、先生方におかれましては少々お待ちいただけますと幸いです。 

 それでは、総務省関係者の退室が完了いたしましたので、御報告申し上げま

す。林部会長、議事の再開をお願い申し上げます。 

○林部会長 それでは、議事を再開いたします。 

 議事の（１）令和５年度電波の利用状況調査（公共業務用無線局）の評価結

果（案）につきまして、事務局より御説明をお願いいたします。 

○宮良幹事 事務局、宮良でございます。それでは、資料３２－１－４に基づ

きまして、御説明申し上げます。 

 公共業務用無線局に係る評価結果（案）につきましては、４月１９日開催の

第３０回部会からの変更点が大きく５つございます。また、総括部分の記載を

新たに追加してございますので、本日はこの変更点及び総括部分を御説明申し

上げます。 

 表紙めくりまして、目次を御覧いただければと思います。赤字部分が１つ目

の変更点になります。Ⅱ、他用途での需要が顕在化する周波数を使用するシス

テムのうち、２－２の各論部分になりますが、赤字の一番上、（８）、（９）不公
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表システムＡ、Ｂと記載してございます。不公表システムについて、新たに公

表可能な部分のみを記載したページを３１ページ目に追加してございます。 

 その下、点線枠で囲んでおります、（８）、（９）をそれぞれ個別に記載してい

る部分は、第３０回部会でお示しした不公表情報を含む記載でございますので、

この部分は公表時には削除としてございます。電波法令に基づきまして、電波

監理審議会のほうから総務大臣へ評価結果の報告をいただくことになりますが、

その際には、不公表情報も含めて、報告を行っていただければと存じます。 

 また、Ⅲ、アナログ方式を用いるシステムにつきましても、次のページでご

ざいますが、同様に不公表システムＣからＧの記載がございます。こちらも（１

８）から（２２）をまとめて、公表可能な内容を１１３ページ目に追加してい

るものでございます。 

 その下、Ⅴ、総括部分は新たに追加した部分となります。 

 ４ページ目を御覧ください。他用途の需要が顕在化しているシステムに係る

評価の総論のページでございます。赤枠区分、２つ目の変更点でございます。

表中に黄色の網かけを行っている部分がございますが、この部分を新たに追記

をしてございます。 

 追記の部分は（３）、（４）及び（９）におきましては、「無線ＬＡＮとの」と

いう記載、（７）、真ん中下あたりにつきましては、「５Ｇとの」という記載を追

記してございます。こちら、取組の方向性が周波数共用となっているシステム

につきまして、具体的な共用の相手先のシステムの明確化のため、追記を行っ

てございます。 

 なお、この後のページ、システムごとの各論においても、同じように「５Ｇ

との」等の記載を行っておりますが、本日の説明は割愛させていただきたいと

思います。 

 ３１ページ目を御覧ください。こちらは目次で御説明した１つ目の変更点で
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ございまして、不公表システムＡ、Ｂにつきましては、デジタル変革時代の電

波政策懇談会における状況と、既に公表済みの内容と、下のほうの評価の黄色

の網かけ部分、こちらは、それぞれのシステムの評価に記載した内容を記載し

ておりまして、１ページを公表版として作成してございます。 

【電波監理審議会決定第２号に基づき、内容の公表を控えます。】 

 ７７ページ目を御覧ください。４つ目の変更点でございます。こちらも先ほ

ど担当課から調査結果の修正が行われたものでございます。こちらにつきまし

ては、運用継続性の確保のための対策につきまして、前回におきましては、理

由の詳細を確認と記載してございましたが、黄色の網かけ部分を追記してござ

います。こちらも同様に対策を実施が１００％との調査結果に修正が行われた

点を記載してございます。 

 また、その下、③評価の部分でございます。２つ、黄色の網かけがございま

す。「また、公共安全モバイルシステム」と記載の部分につきましては、５つ目、

最後の変更点でありますが、この点はこの後、総括部分において御説明申し上

げたいと思います。 

 一番下の黄色の網かけにつきましては、こちらも同様、運用継続性の確保の

ための対策につきましても、調査結果の正確性の確保に係るような記載を追記

したものでございます。 

 １３４ページ目、総括の部分でございます。こちらは新たに全体を追加した

ものでございます。黄色の網かけ部分でございますが、まず、本評価の結果と

いたしまして、公共業務用に係る国の３１システムのうち１１システムは取組

が完了、ほかの２０システムについても、おおむね、適切に進捗していると評

価できるとしてございます。 

 その下のパラグラフ、他用途での需要が顕在化している周波数を使用する９

システムでは、４システムの取組が完了、他の５システムについては、５Ｇや



                  

-7- 

無線ＬＡＮといった電波利用システムへの需要に対応するため、本評価結果に

おける今後の取組に示した代替システムの検討や、周波数共用検討等を着実に

実施していくことが適当としてございます。 

 また、次のパラグラフ、アナログ方式を用いる２２システムのうち、７シス

テムの取組が完了、他の１５システムについては、本評価結果における今後の

取組に示した取組を着実に実施していくことのほか、また、といたしまして、

総務省においては、以下の検討を実施していくことを期待するとして、２つ挙

げております。 

 １つ目のポツでございますが、デジタル方式の機器が存在せず、総務省にお

いてデジタル方式の技術検討が実施されている６のシステムにつきましては、

関係府省庁と連携して、今後の取組に示した、令和６年度までの技術検討を着

実に実施した上で、デジタル等への移行方針に係る検討を行うことと記載して

ございます。 

 こちらにつきましては、総務省のデジタル方式の技術検討後、デジタルの機

器の導入が可能となりましたら、具体的にアナログ方式からデジタル方式への

移行について、例えば、更新時期を捉えてデジタル化していくなどの方針検討

を関係府省庁も連携して行ってほしいといった趣旨でございます。 

 ２つ目のポツでございます。公共安全モバイルシステムの代替を検討してい

るシステム、５システムでございますが、こちらはいずれも災害発生時の利用

が想定されております。これらは、本年初めに発生した、令和６年能登半島地

震における同システムの活用実績等も十分踏まえつつ、関係府省庁と連携して

検討を実施していくことと記載しております。 

 こちら、能登半島地震の対応につきましては、総務省のホームページでも対

応状況や被害状況などを公表してございますが、総務省のほうから、公共安全

モバイルシステムのプロトタイプを約３００台弱ぐらい、国の機関などに貸出
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しを行っておりまして、その活用実績も踏まえて検討を進めてほしいといった

ような趣旨でございます。 

 変更点の最後の５つ目が２つのポツの記載でございますが、それぞれ、デジ

タル方式では６システム、公共安全モバイルシステムでは５システムと記載し

てございますが、対象のシステムの各論の評価の部分に、同様に期待する旨と

いったようなところをシステムごとに記載をしてございます。具体的なページ

数は恐縮ですが、本日の説明を割愛させていただきたいと思います。 

 次のページを御覧ください。今後の検討課題等といたしまして、①調査につ

いては、３点挙げてございます。まず、１点目、災害等への対策や運用継続性

の確保のための対策に係る調査結果の正確性の確保につきましては、本日、担

当課からの説明、変更点としても御説明いたしました、調査結果の修正が行わ

れた点につきまして、２つ目のパラグラフに利用状況調査を担当する総務省に

おいては、調査票の設問を工夫するなどにより、調査票の正確性の確保に努め

ていただきたいとしてございます。 

 ２つ目のポツでございます。調査票による調査結果の詳細確認につきまして

は、前段のパラグラフでは、調査票の結果だけでは、具体的な進捗が明確に確

認できなかった点の例を記載しておりまして、この点、部会において詳細に確

認いただきまして、関係府省庁の詳細な事情等を確認して評価をした例を記載

してございます。 

 ２つ目のパラグラフでは、関係府省庁におけるより詳細な事情や背景等を考

慮した評価を実施していくことも重要と考えられることから、総務省において

は次年度以降の調査票による調査において、懇談会報告における今後の取組の

方向性に沿わないなど、確認が必要と考えられるものについては、あらかじめ

関係府省庁に対し、その事情等の詳細を確認した上で、調査結果の報告をいた

だきたいとしてございます。 
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 最後の３点目につきましては、気象レーダーに係る調査でございます。こち

らは、従来型の電子管型から固体素子型の送信機を採用することによって、使

用帯域の狭帯域化が図られ、無線ＬＡＮとの共用が必要な帯域が縮小されるな

ど、固体素子型は電波の有効利用に資する技術と考えられます。この点、部会

において更新状況を確認いただいたところ、関係府省庁において更新が進展し

ていることが判明したところでございます。 

 ２つ目のパラグラフでは、次年度以降、総務省に対してこの更新状況につい

ても調査結果の報告いただきたいとしてございます。 

 次のページ、②評価についての課題としては、１点記載してございます。デ

ジタル化等に係る進捗度合いの見える化といたしまして、例えば、アナログ方

式を用いるシステムのうち、既にデジタル化や、ほかのシステムへの代替が進

められているシステムの評価におきまして、デジタル化等が何％進捗している

かなど、進捗度合いの定量的な見える化が可能かどうか、検討を実施していく

こととしたいとしてございます。こちらは引き続き、次年度に向けて、事務局

のほうでも検討を進めさせていただきたいと考えているところでございます。 

 最後の黄色の網かけでございますが、こちらは評価の在り方については、適

切に検討を行っていく旨を記載してございます。これ以降、別添といたしまし

て、無線局数の推移や、有効利用評価方針などを参考資料として添付してござ

いますが、説明は割愛させていただきたいと思います。 

 また、次の資料３２－１－５におきまして、概要版を作成してございますが、

こちらは本日の議論を踏まえつつ、変更が必要な点は変更していきたいという

ことで、暫定版との明記をしておりますので、御了承いただきたいと思います。 

 長くなりましたが、説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

○林部会長 御説明ありがとうございました。 

 ただいまの御説明に関しまして、御質問、御意見等ございましたらお願いし
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たいと思います。いかがでしょうか。順番に確認させていただければと思いま

す。まず、笹瀬部会長代理、いかがでしょうか。 

○笹瀬代理 笹瀬です。的確な修正どうもありがとうございました。 

○林部会長 ありがとうございます。池永特別委員いかがでしょうか。 

○池永特別委員 池永です。私からも特にコメント等ございません。御説明い

ただいた内容で問題ないかと思います。 

○林部会長 ありがとうございます。石山特別委員いかがでございましょう。 

○石山特別委員 御説明いただいた内容に関しまして、私も納得いたしまして

適切であると思います。 

 その上で、１点コメントさせていただきます。今回、利用状況調査をしたわ

けですが、その回答をする際に、こちらが欲しい情報が確実に得られるような

設問の仕方といいますか、質問の仕方については、果たして適切な質問の仕方

であったかどうかというのは確認しておく作業が必要かと思いました。 

 もう一つは、調査をして、具体的にそこに記入してくださった現場担当者の

方が、場合によっては、公共業務用無線の場合には、あまりシステムに詳しく

ない方が回答する例も恐らくあるだろうと思います。そういった方に、デジタ

ルですか、アナログですかというような聞き方をしても、回答に戸惑ってしま

う場合もあろうかと思います。ですので、そういったようなことも含めまして、

システムに詳しくない人が回答しても、我々が欲しい情報が得られるような利

用状況調査というのは、なかなか大変だとは思うのですが、今回の回答を見て

いただいた中で工夫が必要だということ、既に先ほど、工夫をしますというと

ころがございましたが、ほかの点につきましても、御確認いただければと思い

ました。 

 以上でございます。 

○林部会長 ありがとうございます。非常に重要な御指摘かと思います。 
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 事務局のほうではよろしいですか。特にございますか。 

○宮良幹事 事務局でございます。御指摘大変ありがとうございます。 

 こちら調査に関する課題を、今、画面表示しているページに記載させていた

だいておりまして、例えば、１ポツ目の前のページ、１３５ページ目、この点

に調査票の工夫を求めるような記載をしてございますが、この場所が適切かど

うか、別途事務局でも検討させていただきたいと思いますが、御指摘いただい

た、例えば分かりやすいような調査票の工夫といった点も含めて追記というと

ころもあり得るかと考えておりますが、この点はいかがでしょうか。調査の課

題として、こちらに挙げさせていただいた災害等の対策など以外も含めてとい

うようなイメージでございます。 

○石山特別委員 ありがとうございます。既に災害対策という意味では、もう

既に調査票の設問を工夫しますということで、ここに記入されてございますの

で、ここに例えば、これ以外の設問に関してもというような、簡単な追記をす

れば十分かと思いますので、御対応いただければと思います。 

○宮良幹事 事務局でございます。承知いたしました。事務局のほうで修文案

を検討させていただいて、改めて先生方にもお諮りするような進め方でよろし

いでしょうか。 

○林部会長 そのようにお進めいただければと思います。 

○宮良幹事 ありがとうございます。承知いたしました。 

○石山特別委員 よろしくお願いいたします。 

○林部会長 ありがとうございました。 

 続きまして、眞田特別委員、いかがでございましょう。 

○眞田特別委員 御説明ありがとうございました。特に気になる点はございま

せん。これで結構だと思います。 

○林部会長 ありがとうございます。中野特別委員、いかがでございましょう。 
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○中野特別委員 中野です。私も御準備いただいた内容で大変結構かと思いま

す。以上です。 

○林部会長 ありがとうございます。 

 それでは、いろいろ貴重な御議論を賜りまして、ありがとうございます。本

日の御議論を踏まえまして、先ほど石山先生から御指摘があった点は修文が必

要かと思いますので、事務局のほうで修文案を作成いただきまして、先ほど御

説明あったように、構成員の先生方に改めて御確認をお願いできればと思いま

す。 

 これ以外にも、もし追加で修正等の御意見ございましたら、事務局までメー

ルにてお寄せいただければと思います。おおむね事務局案のとおりで御賛同い

ただいたところかと思いますが、修文案につきましては、そのようにお取り計

らいいただければと思います。 

 それでは、６月５日開催予定の電波監理審議会親会にて、当部会から令和５

年度電波の利用状況調査（公共業務用無線局）の評価結果（案）を御説明する

ことといたしまして、御審議を賜りたいと思っております。 

 電波監理審議会における説明資料等につきましては、恐縮ではございますが、

最終的には、私のほうに御一任をいただければと思います。よろしいでしょう

か。御異議なしと承りました。どうもありがとうございました。 

 

（２）令和５年度電波の利用状況調査（各種無線システム・７１４ＭＨｚ超の

周波数帯）の評価結果（案） 

 

○林部会長 それでは、次の議事に移りたいと思います。 

 次の議事につきましても、まず、総務省関係者の方より御説明いただきたい

と思いますので、事務局におかれましては、総務省関係者の皆様に御入室をい
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ただくよう連絡をお願いいたします。 

○宮良幹事 事務局でございます。承知いたしました。入室まで、しばらくお

待ちいただきますようお願いいたします。 

 総務省関係者の入室を確認いたしましたので、林部会長におかれましては、

議事の再開をお願い申し上げます。 

○林部会長 承知いたしました。それでは、議事を再開いたします。 

 議事の（２）でございます。令和５年度電波の利用状況調査（各種無線シス

テム・７１４ＭＨｚ超の周波数帯）の評価結果（案）につきまして、評価結果

（案）の議論に入る前に、第３０回及び第３１回の部会における質問、そして、

後日いただいた質問への回答につきまして、まず、電波政策課の伊藤補佐より

御説明をお願いいたします。 

○伊藤補佐 電波政策課の伊藤でございます。どうぞよろしくお願いします。 

 それでは、資料３２－２－１を用いまして、第３０回及び第３１回の部会で

いただいた質問に回答させていただきます。 

 ２ページ目を御覧ください。まず、第３０回部会の評価（案）の議論の中で、

笹瀬部会長代理より、２６ＧＨｚ帯ＦＷＡに関しまして、「常時発射」だが、「発

射実績のない」無線局の発射実績がない理由について御質問を頂戴いたしまし

た。こちらの調査票は、「無線局は電波を常時発射することを目的とした無線局

ですか」という問いになっております。免許人に追加調査したところ、以下の

とおりでございました。 

 まず、対象無線局は携帯電話基地局のエントランス回線として、光回線の開

通が困難、または時間を要する場合や、運用中の無線局が故障した際のバック

アップ等として使用することを目的として免許を取得しており、その上で対象

無線局を利用する場合は、原則的には常時発射として運用することを想定して

いますが、当該１年間においては、使用する機会がなかったため、「常時発射」
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だが、「発射実績のない」無線局として回答したとのことです。 

 なお、発射実績がない対象無線局は、機能確認のために定期的な試験を実施

していますが、測定器やケーブル接続による試験を行っており、空中線からの

電波発射を実施していないとのことでございました。 

 総務省としましては、引き続き調査目的に合わせてより適切な設問となるよ

う検討を行ってまいります。 

 ３ページ目を御覧ください。先ほど説明の補足をさせていただきますと、同

様の御指摘を令和４年度の評価においてもいただいておりましたので、令和６

年度調査から、調査票に年間の発射実績がない理由についての設問を新設して

ございます。 

 次に、７１４ＭＨｚ超の調査を行う令和７年度の調査の調査票にも反映させ

ていただくとともに、今回の追加調査の免許人からの回答は、本設問の回答の

２番、「電波を発射する以外で無線局の動作確認ができるため」によって把握す

ることができると考えております。 

 ４ページ目を御覧ください。第３１回有効利用評価部会において、中野特別

委員より部会後に追加で頂戴した御質問に回答させていただきます。１つ目、

非静止衛星コンステレーションの無線局数が増加していることを念頭に、非静

止衛星コンステレーションを用いたブロードバンド衛星通信サービスについて、

日本も打ち上げる計画などあるのかとの御質問を頂戴いたしましたが、現時点

では日本において公表されている計画は把握していないところでございます。 

 御質問の２つ目、３６ＧＨｚ超の周波数区分において、電波天文の帯域は多

くあるが、世界的に決まっている周波数帯であるのか。また、３６ＧＨｚ超の

全ての電波天文の帯域で利用されているのかとの質問を頂戴いたしました。ま

ず、世界的におおむね共通の帯域が電波天文業務に分配されておりまして、国

内における電波天文の帯域は、国際的な分配の範囲内で分配しております。電



                  

-15- 

波天文は、宇宙で放射される微弱な電波を受信することにより、天体や宇宙空

間の物理状態などを観測するシステムとなっております。 

 また、３６ＭＨｚ超の周波数帯において、電波法に基づきまして、電波天文

の受信設備の保護指定を行っている帯域がございまして、それは４２.５ＧＨｚ

から４３.５ＧＨｚ、８５.５ＧＨｚから９２.０ＧＨｚ、１０５.０ＧＨｚから

１１６.０ＧＨｚですが、このほかの帯域でも受信が行われると聞いております。 

 当方からの説明は以上となります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○林部会長 伊藤補佐、どうもありがとうございました。 

 ただいまの御説明に関しまして、御意見、御質問等ございますでしょうか。

笹瀬部会長代理、いかがでしょう。 

○笹瀬代理 適切な回答どうもありがとうございました。これでいいと思いま

す。ありがとうございました。 

○林部会長 ありがとうございます。同じく御質問いただいた、中野特別委員、

いかがでございましょう。 

○中野特別委員 中野です。私のほうも非常に分かりやすい説明をしていただ

きまして、どうもありがとうございます。 

○林部会長 ありがとうございます。そのほか御意見、御質問等ございますで

しょうか。よろしゅうございますか。 

 それでは、伊藤補佐、どうもありがとうございました。 

 この後は評価結果に関する議論を行いますので、事務局におかれましては、

総務省関係者の御退席の対応をお願いいたします。 

○宮良幹事 事務局でございます。 

 それでは、総務省の関係者の方は御退席お願い申し上げます。先生方におか

れましては、退席まで少々お待ちいただけたらと思います。 

 総務省関係者の退出が確認いたしましたので、御報告申し上げます。林部会
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長、議事の再開をお願い申し上げます。 

○林部会長 それでは、議事を再開いたします。 

 議事の（２）でございます。令和５年度電波利用状況調査（各種無線システ

ム・７１４ＭＨｚ超の周波数帯）の評価結果（案）につきまして、事務局より

御説明をお願いいたします。 

○宮良幹事 事務局でございます。それでは、資料３２－２－２に基づきまし

て、御説明申し上げます。 

 表紙をめくりまして、目次を御覧いただければと思います。赤枠部分が本日、

特に御審議をいただきたい項目でございます。 

 １つ目の赤枠につきましては、Ⅰ、重点調査の関連の評価でございまして、

こちらは第３０回の部会で御審議いただいた内容から、御指摘を踏まえ変更を

行っている箇所がございますので、本日は変更点を御説明いたします。 

 続きまして、下側に、もう一つ赤枠がこのページでございます。Ⅱ、７つの

周波数区分ごとの評価のうち、区分３でございます。こちらは前回の第３１回

の部会の内容から変更を行った箇所がございますので、この後、変更点を御説

明申し上げます。 

 次のページ、赤枠部分でございますが、こちらは新たに作成をしているもの

でございまして、前回の部会におきまして、総務省の担当課から調査結果の詳

細報告がございました。区分５から７及び、Ⅳ、総通局ごとの評価、最後に一

番下、Ⅴ、総括といたしまして、総括部分を新たに作成してございますので、

この点につきましては、本日はポイントを絞った形で御説明申し上げたいと思

います。 

 それでは、７ページ目を御覧いただければと思います。下側の赤枠の黄色の

網かけ部分について、全体を追記、新たに追加してございます。ここは重点調

査の２６ＧＨｚ帯ＦＷＡに関わる部分でございまして、笹瀬先生から御指摘を
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踏まえ、先ほど担当課から説明があった点でございます。 

 「なお」といたしまして、「常時発射」と回答した無線局の一部におきまして、

調査期間の１年間で発射実績がなかったと回答した理由を総務省に確認したと

して、括弧書きで、先ほどの回答を記載してございます。 

 以上からとして、免許人から回答が行われた、常時発射を目的とした無線局

と調査期間の１年間で実際に常時発射を行っていた無線局との間に差異が生じ

たものと考えられるといたしまして、これを踏まえ、総務省では先ほど説明ご

ざいましたが、調査目的に合わせて、より適切な設問となるよう検討を行って

いくとしているという旨を追記してございます。 

 続きまして、１３ページ目でございます。こちらの評価の部分でございます。

先ほどの続きに伴いまして、評価の記載への影響についてとなります。このペ

ージ、下側の黄色の網かけ部分の記載ございますが、こちらは今後総務省にお

いて検討を実施していくことを期待すると、評価の部分で記載している内容の

ところでございますが、関連する記載といたしまして、黄色の網かけ、２４時

間３６５日常時、電波を発射する無線局を運用されている無線局については、

５Ｇの利用可能エリアがどの程度か検討していくといったような記載をしてご

ざいます。 

 次のページ、常時発射ではない無線局につきましては、ダイナミック周波数

共用による５Ｇの利用可能性を検討していくといったような記載につきまして、

この点につきましては、前段部分、調査票では常時発射と回答した無線局より、

本結果に基づくと実際に電波が発射されていた１年間で、発射されていた無線

局は少なくなり、逆に、常時発射ではない無線局は増えることになると考えて

いるところではございますが、前段の５Ｇの利用可能性のエリアの程度や、ダ

イナミック周波数共用の検討の方向性の大枠は変わらないかと考えてございま

すので、評価の記載の変更までは不要なのではないかと事務局では考えてござ
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いますが、御意見等、頂戴できたらと考えてございます。 

 続いて、１６ページ目を御覧ください。重点調査の４０ＧＨｚ帯ＦＰＵに係

る周波数利用状況の記載でございます。赤枠区分です。こちら、中野先生のほ

うから、記載の内容をより分かりやすくとの御指摘を頂戴した部分でございま

す。 

 まず、パートナーの調査から分かることといたしましては、４０ＧＨｚ帯映

像ＦＰＵの利用が可能な４１ＧＨｚから４２ＧＨｚの１,０００ＭＨｚの幅の範

囲内で、複数の周波数で周波数帯ごとの帯域幅は最大で１１２ＭＨｚ幅で、免

許を受けているというようなことが確認されます。 

 次に、調査票調査から分かることといたしましては、一つの無線局が一つの

周波数で固定的に運用されるということですので、そういった場合と、また、

複数の無線局が異なる複数の周波数で同時に運用される場合もあるといったよ

うなところが確認されてございます。 

 この点と、この次の「これらにより」という記載につきましては、次のペー

ジに図を追記してございまして、次のページを御覧いただきながら、御説明申

し上げたいと思います。上の図におきまして、一つの無線局Ａ局につきまして

は、点線の波も含めて、複数の波の発射が可能となりますが、運用する際には、

オレンジの一つの周波数で運用されます。この場合につきましては、ほかの８

８８ＭＨｚ幅は運用が行われないといったようなこととなります。 

 下の図、複数の局で、例えば近傍で運用されるような場合につきましては、

干渉が発生いたしますので、別な周波数をＡ局、Ｂ局で使うことになります。

この場合、運用が行われない帯域幅は局数に応じて変動するといったようなこ

とでございまして、この点を前のページのほうにも記載してございます。 

 また、２１ページ目、（４）の評価部分の黄色の網かけの記載も同様な形で変

更を行っているといった点でございます。今、御覧いただいている部分は同様
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な記載でございます。 

 続いて、５７ページを御覧ください。区分３の評価のうち、さらなる電波の

有効利用の促進に向けて、今後総務省において以下の取組を実施していくこと

が適当であるとしている点につきまして、黄色の網かけ部分の２点を追記と変

更を行ってございます。 

 １つ目の黄色の網かけは追記でございます。ローカル５Ｇにつきまして、部

会にて担当課のほうと御質疑があった点ですが、前回の資料のほうではローカ

ル５Ｇの記載を行っていなかったところでございまして、今回、新たに案とい

たしまして、一文、追加してございます。 

 内容といたしましては、令和６年２月から情報通信審議会におきまして、ロ

ーカル５Ｇの海上での利用可能性等のより柔軟な運用に向けた技術的条件等の

検討が行われており、当該検討状況を踏まえつつ、可能な限り早期の制度整備

を検討していくこととしてございます。 

 ２つ目の黄色の網かけ部分でございます。６ＧＨｚ帯の無線ＬＡＮについて

でございます。こちらは前回の記載から一部変更を行っております。上から４

行目におきまして、「これに対応する機能を無線ＬＡＮ側に実装」といったよう

な記載がございますが、前回の資料では、無線ＬＡＮ側への実装の観点のみを

記載してございましたが、今回は、その前の部分にＡＦＣシステムの構築、既

存の固定局へ干渉が生じないよう自動で周波数を調整するシステムも、併せて

構築が必要であることから、この点を追記してございます。 

 また、４行目の「当該技術検討を踏まえつつ」の後でございますが、これま

では無線ＬＡＮの技術的条件の検討についてのみ記載してございますが、この

後、ＡＦＣシステムの構築や運用等に必要な検討を進めることといったような

記載を追加してございます。 

 ６７ページ目を御覧いただければと思います。区分の５、１３.２５ＧＨｚか
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ら２３.６ＧＨｚ以下の周波数帯でございます。本区分から新たに作成している

ものでございますが、下の周波数の短冊でございます。下側、オレンジ色が２

つあるうちの下の部分では、電気通信業務用の固定衛星のダウンリンク、こち

らは静止衛星での利用のほか、近年、Ｋｕ帯の非静止衛星コンステレーション、

いわゆるＳｔａｒｌｉｎｋといったような衛星の地上から衛星向けに利用が進

展している帯域でございます。 

 また、このほか、黄色の１０ＧＨｚ帯や、一番上の黄緑色の周波数帯につき

ましては、固定回線などで利用されておりまして、また、薄いオレンジ、衛星

間通信は部会でも質疑がございましたが、イリジウム衛星の衛星間通信で利用

されているような帯域でございます。 

 上側の２２ＧＨｚ帯につきましては、５Ｇ割当て候補の２６ＧＨｚ帯からの

移行先候補となっており、２２ＧＨｚ帯のＦＷＡの高度化に向けた検討が進め

られている帯域となってございます。 

 これ以降の評価の記載につきましては、前回御審議いただきました区分４ま

での構成と同様としてございますので、詳細な説明は割愛させていただきまし

て、７５ページ目の（３）評価を御覧いただければと思います。前半部分、こ

ちらも区分４までと同様、免許人や無線局数の増減について、事実関係を記載

してございます。 

 また、水色網かけ部分でございますが、こちらは「本周波数区分は」といた

しまして、免許人は減少傾向にあるものの、無線局数は増加傾向にございまし

て、先ほどのいわゆる非静止の衛星コンステレーションのアップリンクの利用

が進展していることなどを記載しております。また、前回調査以降、新たに高

度１,２００ｋｍの軌道を利用するＫｕ帯の非静止衛星システムを導入するため

の制度整備、これはいわゆるワンウェブと呼ばれるＳｔａｒｌｉｎｋとは別な

衛星になりますが、この制度整備も行われたこと等を総合的に勘案すると、電
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波の有効利用が一定程度行われているとしてございます。 

 その下、さらなる電波の有効利用の促進に向けて、総務省へ求めたい取組と

いたしましては、次のページで３点挙げてございます。 

 １つ目につきましては、ＷＲＣ－２３におきまして周波数分配が行われた、

非静止衛星を用いた、ＥＳＩＭと既存無線システムの共用検討を推進すること。

２つ目のポツにつきましては、２２ＧＨｚ帯ＦＷＡの高度化に係る技術検討や

既存無線システムの共同検討を行っていくこと。３点目につきましては、ＷＲ

Ｃ－２７におきまして、ＩＭＴ特定に向けた検討が実施される予定である１４.

８ＧＨｚから１５.３５ＧＨｚ帯については、諸外国における動向や具体的な利

用ニーズ等を踏まえ、適切な時期にＷＲＣ－２７への対処についての検討を推

進していくこととしてございます。 

 次のページ、区分６を御覧ください。周波数の短冊でございますが、緑色の

部分が重点調査の２６ＧＨｚ帯ＦＷＡの部分、その他、ミリ波帯のローカル５

Ｇ、真ん中あたりの斜線部分や、オレンジ色の衛星系につきましては、Ｋａ帯

の衛星系のアップリンクの通信で利用されているような帯域でございます。 

 ８６ページ、評価の部分を御覧ください。失礼いたしました、８３ページ目

です。（３）評価の部分でございます。前段は同様でして、水色の網かけ部分で

ございますが、本周波数区分につきましては、免許人数は減少傾向にあります

が、無線局は増加傾向にございます。 

 こちら、ローカル５Ｇのほか、先ほどのＫａ帯の衛星アップリンク回線の利

用が、局数も増えており利用が進展していること、前回調査以降、新たにロー

カル５Ｇの利用拡大に向けた共同利用の導入に係る制度整備が行われたこと等

を総合的に勘案すると、電波の有効利用が一定程度行われているとしてござい

ます。 

 次のページ、総務省へ求める取組といたしましては、３点記載してございま



                  

-22- 

す。１つ目につきましては、５Ｇの割当てに向けた検討が進められている２６

ＧＨｚ帯につきましては重点調査の評価の取組を実施、２つ目、ミリ波のロー

カル５Ｇにつきましても、情通審の検討を踏まえつつ、制度整備を実施してい

くこと。また、３つ目につきましては、Ｋａ帯の非静止衛星システムのコンス

テレーション、部会でも質疑がございました、いわゆるＡｍａｚｏｎが検討し

ているようなＫａ帯のコンステレーションつきましては、技術的条件の検討を

踏まえつつ、制度整備を検討していくこととしてございます。 

 次のページ、最後の７区分目の３６ＧＨｚ超の帯域でございます。周波数の

短冊でございますが、最も高い帯域でございますが、下から２つ目の赤い枠で

は、重点調査の４０ＧＨｚ帯の映像ＦＰＵや、その上の赤色の公共業務用、下

から３つ目の赤いところでは４０ＧＨｚ帯の駅ホーム画像伝送システム、また、

真ん中上あたりに黄色のブロックが２つございますが、文字のほうで小さく、

電通・公共・一般業務（固定・移動）といったような記載がございます。ここ

では８０ＧＨｚ帯の高速無線伝送システムなどで利用されているような帯域で

ございます。 

 ９２ページ目、（３）評価を御覧いただければと思います。こちらも水色網か

け部分でございますが、免許人は減少傾向にございますが、無線局数は増加傾

向にございます。最も高い周波数区分でありますが、８０ＧＨｚ帯の高速無線

伝送システムや、４０ＧＨｚ帯駅ホーム画像伝送の利用は大きく局数は伸び、

利用が進展しているといったようなこと等を総合的に勘案すると、電波の有効

利用が一定程度行われているとしてございます。 

 その下、総務省へ求める取組は４点記載してございます。１点目につきまし

ては、５Ｇの割当てに向けた検討が進められている４０ＧＨｚ帯につきまして

は、重点調査におきましての４０ＧＨｚ帯ＦＰＵ以外の帯域につきましても、

令和６年まで検討が進められている既存システム等の共用検討等を踏まえ、５
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Ｇへの割当てに向けた検討を推進していくこと。「また」といたしまして、部会

でも質疑がございました、この帯域のうち、３８ＧＨｚから３９.５ＧＨｚの周

波数帯におきましては、ＨＡＰＳの導入に向けた需要もあることから、同帯域

全体の周波数利用方策の検討を行っていくこととしてございます。 

 次のポツにつきましては、セキュリティ監視レーダーにつきましては、令和

６年までの技術検討を踏まえつつ、早期に技術的条件の検討を開始すること、

次のポツ、滑走路面異物検知レーダーにつきましては、可能な限り、早期の制

度整備を行うこと。最後のポツ、ミリ波鉄道無線システムにつきましては、令

和５年に実施した技術検討を踏まえ、早期に技術的条件の検討を開始すること

としてございます。 

 次のページ、Ⅳの各総通局の評価につきましては、こちらは全国と原則同様

であるとしておりまして、また、「他方で」として、全国と総通局を比較し、免

許人数や無線局数の増減の傾向の違いなどについて、次のページから各総通局

にそれぞれ増減の傾向を記載してございますが、本日の説明は割愛させていた

だきたいと思います。 

 最後に１１８ページ目、総括を御覧いただければと思います。まず、黄色の

網かけの総括といたしましては、７１４ＭＨｚ超の周波数帯に係る７つの区分

は、いずれも電波の有効利用は一定程度行われていると評価したとしてござい

ます。さらなる電波の有効利用に向けて、今後、総務省においては、各区分の

評価に示した取組を実施していくことが適当であるとしてございます。 

 次のパラグラフ、重点調査対象の２システムにつきましては、いずれも５Ｇ

への割当てが検討されている周波数帯を利用しており、いずれのシステムにも

無線局の運用が行われていない帯域や時間、区域があることを踏まえ、総務省

において５Ｇの割当て及び、それぞれの周波数帯全体の周波数利用方策に係る

検討を推進していくことが適当であるとしてございます。 
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 なお書きでございますが、令和５年度の重点調査の結果につきましては、５

Ｇの割当ての観点から、システムごとに周波数、時間、エリアの利用状況の面

から詳細にわたる報告が行われ、このため、電波の有効利用の程度について、

より実態に即した評価を行うことができたと記載してございまして、この点も

本日御意見を頂戴できれば幸いですが、この後の記載、「引き続き」といたしま

して、総務省においては、重点調査対象システムについて、実態に即した評価

が可能となるよう、利用状況のできるだけ詳細な調査及び報告を行っていくこ

とを期待したいとしてございます。 

 また、今後の調査及び評価に向けた検討課題といたしまして、①調査につき

ましては、まず、１つ目のポツ、システムごとの無線局数の増減要因等の調査

といたしまして、前段の記載につきましては、部会でも御質疑ございましたシ

ステムの増減の要因を加味して、例えば、増えているシステムは効率的な技術

の導入や帯域の拡張など、減少しているものにつきましては、今回のアマチュ

ア無線と同様、将来的な割当ての見直しや、さらなる共用の推進等に向けた検

討を行っていくことも重要であると考えられるといったような内容を記載して

ございます。 

 次のページでございますが、「利用状況調査を担当する総務省においては」と

いたしまして、無線局数に大きな増減の傾向が見られるシステムであって、そ

の要因や今後の需要動向を把握する必要があるものなどについて、調査票によ

る調査を行うことを検討いただきたいとしてございます。 

 次のポツ、総通局別のシステムごとの無線局数の増減傾向に係る調査結果の

概要報告といたしましては、本年度、周波数区分ごとの無線局数に着目し、そ

の増減傾向が全国の傾向と異なる要因について、一部の周波数区分で各システ

ムの増減に基づく報告が行われたところでございます。 

 この下の次のパラグラフでございますが、システムごとの無線局数に係る増
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減の傾向につきまして、「総通局別に把握することも地域の電波の有効利用の程

度の観点から必要であると考えられることから」といたしまして、総務省にお

いては、全ての周波数区分において、総通局別に全国と無線局数の増減傾向が

異なるなどの特徴を有するシステムに係る調査結果の概要報告をいただきたい

としてございます。 

 その下、そのほかといたしまして、先ほどの重点調査の発射状況、常時発射

に係る笹瀬先生の御指摘を踏まえまして、調査票の設問は、調査の目的に応じ

て適切な設問となるよう、継続的な見直しを求めるとともに、前年度の令和４

年度の検討課題としてございました、「年間の送信実績がない要因の詳細」や、

「他の電気通信手段への代替できない要因の詳細」につきましては、次年度か

ら調査票の設問の改善が行われていることから、令和６年度以降の調査におい

て、これらの要因の詳細が明らかになることを期待したいとしてございます。 

 続いて②、評価につきましては、１点記載してございます。周波数区分ごと

の評価の在り方といたしまして、本年度の周波数区分ごとの評価につきまして

は、区分ごとの免許人や無線局数の増減や、主な電波利用システムの利用状況

や、前回調査から新たに電波の有効利用に向けた制度整備などの状況を総合的

に勘案して評価を行ったとしております。また、さらなる電波の有効利用の促

進に向けて、総務省に対してアクションプランへの対応状況などを確認し、今

後実施していくことが適当と考える内容を記載したとしてございます。 

 今後、電波の有効利用の観点からは、システムごとの無線局数の増減要因や、

今後の需要動向なども勘案しつつ、周波数区分のうち、当該システムが利用す

る特定の周波数帯に着目した評価を行うことなどについて、継続的に行ってい

きたいとしております。 

 こちら、①の調査のほうの課題の１つ目にも記載してございますが、こうい

ったシステムごとの増減の要因や、需要動向なども踏まえつつ、評価について、
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継続的な検討を行っていきたいといったような内容を記載しているものでござ

います。 

 一番下、そのほかといたしましては、こちらも公共業務と同様でございます

けども、評価の在り方につきましては、適時適切に検討を行っていくこととし

たいとしてございます。 

 これ以降のページでは、別添として、無線局数の増減や参考資料を添付して

ございますので、説明を割愛させていただきたいと思います。 

 説明が長くなりまして、恐縮ですが、以上でございます。 

○林部会長 丁寧な御説明どうもありがとうございました。 

 ただいまの御説明に関しまして、御質問、御意見等、頂戴できればと思いま

す。 

 それでは、恐縮でございますが、順次、聞いてまいりたいと思います。まず、

笹瀬会長代理、いかがでございましょう。 

○笹瀬代理 非常に丁寧な御説明ありがとうございます。それで、修正点に関

しても適切に修正されておりますので、これで私はいいと思います。どうもあ

りがとうございました。 

○林部会長 ありがとうございます。続きまして、池永特別委員いかがでござ

いましょう。 

○池永特別委員 内容に関しまして、これまでの議論がうまくまとめられてい

るものと思いますので、これで問題ないと思います。ありがとうございます。 

○林部会長 ありがとうございます。石山特別委員いかがでございましょう。 

○石山特別委員 適切な取りまとめになっていると思います。どうもありがと

うございました。 

○林部会長 ありがとうございます。眞田特別委員いかがでしょう。 

○眞田特別委員 丁寧な御説明ありがとうございます。特に気になる点はござ
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いません。これで結構だと思います。 

○林部会長 ありがとうございます。中野特別委員いかがでしょう。 

○中野特別委員 中野です。本当にきちんと取りまとめられていて、特に問題

ないかと思います。どうもありがとうございます。 

○林部会長 ありがとうございます。私も適切にお取りまとめいただいている

と思いました。どうもありがとうございました。 

 そういう次第で、本件につきましては、事務局案のとおりで賛同いただいた

と思いますので、ただ、もし追加の修正等の意見がございましたら、事務局ま

でメールにてお寄せいただくということにしまして、この案のとおりで、おす

すめいただければと思います。ありがとうございます。 

 それでは、６月５日開催予定の電波監理審議会において、これにつきまして

も、御審議を賜りたいと思っております。本件につきましても、親会の電監審

における説明資料等につきましては、部会長である私のほうに御一任をいただ

きたいと思いますが、よろしゅうございましょうか。どうもありがとうござい

ます。お認めいただいたと承知いたしました。 

 それでは、最後に、全体を通じて御意見等ございましたら、お願いしたいと

思いますが、いかがでしょうか。よろしゅうございましょうか。 

 もし何かございましたら、全体を含めまして、後ほど事務局にメール等でお

寄せいただければと思います。 

 

閉    会 

 

○林部会長 それでは、本日、用意しておりました議事は以上となります。 

 先生方におかれましては、本年３月から短期間の間に公共業務用無線局、及

び７１４ＭＨｚ超の各種無線システムの評価結果（案）につきまして、大変精
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力的に御審議を賜りまして、誠にありがとうございました。 

 また、事務局におかれましても、非常に丁寧な説明を含めて、取りまとめに

御尽力いただきまして、感謝申し上げます。 

 最後に、事務局から何か事務連絡等ございますでしょうか。 

○宮良幹事 事務局でございます。事務連絡といたしまして、２点御連絡いた

します。 

 １点目でございます。先ほど林先生からもございましたが、追加で修正等の

御意見ございましたら、短期間で恐れ入りますが、来週の５月２９日の水曜日

までに、事務局までメールで寄せいただければと思います。 

 ２点目でございます。次回の部会につきましては、少し間、開いてしまいま

すが、７月２４日水曜日、１６時からを予定してございます。 

 また、最後に、事務局のほうからも、これまで約２か月間、先生方には本当

に多岐にわたる議論を賜りまして、お礼を申し上げたいと思います。どうもあ

りがとうございました。 

 以上でございます。 

○林部会長 ありがとうございます。 

 それでは、本日の有効利用評価部会をこれにて閉会したいと思います。本日

も御議論賜りまして、どうもありがとうございました。引き続きよろしくお願

いいたします。 

 


